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住宅は、国民生活の基盤であり社会安定の基礎である。また、日本経済
を支える内需の大きな柱である。

このため、消費税率の引き上げに当たっては、国民の住生活向上の妨げ
とならないよう、また、住宅投資の縮小を招かないよう、現行以上に国民の
負担を増加させないための軽減措置が必要である。

具体的には、住宅取得に対する軽減税率の適用又は軽減税率適用ま
での間、これに代わるものとして給付・還付措置を講ずることを要望してき
た。

これに対して、住宅ローン減税の拡充等と併せて、あらたに給付措置が
講じられることとされたところである。

最近の住宅着工には、消費税率引上げをにらんだ駆け込み需要も発生
しており、これに伴う反動減等今後の動きに対する十分な注意と機動的
な対応が必要である。

(１０月１日以降の契約では来年４月以降の引き渡しの場合、税率8%が適用される。)
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最近の住宅着工の動き:季節調整済み年率換算値の推移

135.6 

73.0 

117.6 

104.4 

68.8 

96.1 

74.9 

91.6 

96.8 

86.3 

94.4 

102.7 

97.6 

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

H1
9… 5 6 7 8 9 10 11 12 H2
0… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H2
1… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H2
2… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H2
3… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H2
4… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H2
5… 2 3 4 5 6

(万戸)
＜総戸数＞

改正建築基準法
施行に伴う着工減

季節調整値として
過去最低

リーマンショックの影響
による景気低迷

(資料)住宅着工統計(国土交通省)

3



80

90

100

110

120

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H7(H24) H8(H25) H9(H26)

（指数）
H9増税時（H7平均=100）

最近（H24平均=100）

増税

平成８年度（前回消費税引き上げの前年度）と同様の動きを始めた（？）直近の住宅着工

エコポイントの
終期における

駆け込み

(資料)住宅着工統計(国土交通省)

4



20～24歳 20～24歳
25～29歳 25～29歳

30～34歳
30～34歳

35～39歳

35～39歳

40～44歳

40～44歳
45～49歳

45～49歳50～54歳

50～54歳55～59歳

55～59歳

60歳代
60歳代

70歳以上 70歳以上

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006年 2010年

１．住宅は、生活の基盤であり、社会安定の基礎である。一方、住
宅の取得環境は年々厳しくなっている。

＊住団連戸建注文住宅の顧客実態調査より ＊住団連戸建注文住宅の顧客実態調査より

☆住宅取得層の中心は３０代であり、
その比率は増加傾向

☆取得費、借入金の年収倍率は、上昇

２０・３０代
が５５％

―住宅取得環境は、年々厳しくなる一方である―
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◆省エネ化の促進

高気密・高断熱化

太陽光発電システムの設置

長寿命化

高効率設備機器の採用

太陽熱利用システム

新築住宅の次世代省エネ基準の割合は４０％⇒２０２０年に１００％が目標

出所：ＥＤＭＣ推計

ＨＥＭＳ採用

ゼロエネルギー化

◆耐震化の促進

耐震性

なし, 
1,050 万
戸, 21%

耐震性

あり, 
3,900万

戸 , 79%

※２００８年推計 中間目標(２０１５年)

耐震化率約７９％

耐震性な

し, 
500万戸, 

10%

耐震性あ

り,
4,450万戸, 

90%

耐震化率約９０％ 耐震化率約９５％

目標(２０２０年)

耐震性に問題のある住宅１０００万戸の解消が大きな課題

２．我が国の住宅には省エネルギー化、耐震化、長寿命化の推進
など多くの課題がある。

耐震性なし

250万戸

５％

耐震性あり

4,700万戸

９５％

毎年66万戸の解消が必要
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◆長寿命化の促進

賃貸住宅における長期優良住宅の普及率は皆無

＊平成21年6月より認定制度実施

長期優良住宅の普及促進はストック型社会への大きな課題
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【過去の駆け込み需要とその反動減による影響】

３．過去の消費税の導入時、引き上げ時には住宅の駆け込み需
要とその反動減を呼び、住宅市場の混乱や縮小を招いてきた。
住宅建設の減少は日本経済や雇用に大きな打撃となる。

◆過去の消費税引上げ時には、２０～３０万戸の住宅着工減少を招いた
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生産誘発総額： 就業誘発効果： 税収効果：

生産誘発額

▲９兆7,000億円

雇用誘発数
▲６０万人

個人業主など非雇用者
▲１５万人

合計：▲７５万人
(就業誘発数)

◆ 持 家 ２ ０ 万 戸 の 減 少 の 影 響

住宅投資

▲５兆円

住宅建設に伴う耐久消費財購入額
▲3,468億円

生産誘発額
▲5,400億円

雇用誘発数
▲３万２００人

個人業主など非雇用者

▲9,000人
合計：▲３万９，２００人

(就業誘発数)

生産誘発額合計

就業誘発数合計

税収効果

＊住宅１棟2,500万円にて試算
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木材切り出し

製材加工

基礎工事

大工工事

屋根工事
電気工事

給排水工事

内装工事

設備工事

仕上げ工事

外構工事

建具工事

畳工事

完成引渡

住宅投資は、関連産業への波及や地元経済への雇用誘発効果が
非常に高い

住宅投資
17.1

電気・ガス・輸送・

商業・その他

7.7

電機・機械関連
0.7

鋼材・

金属関連

2.8

石材・

窯業関連

2.0

木材・繊維関連
2.7

17.1兆円の住宅の生産

に直接的又は間接的に
必要な生産額

住宅投資17.1兆円(平成19年度) 住宅以外の部門での生産誘発額15.9兆円

生産誘発額 ３３．０兆円

＊国民経済計算年報(内閣府)国交省資料より作成

新居に引っ越し 家電・家財購入

（平成19年度新設住宅着工数：103.5万戸）

工事名称 延人数(人)

仮設工事 11.0 

基礎工事 42.0 

建方工事 35.0 

造作工事 58.0 

屋根工事 9.0 

塗装工事 5.0 

外部仕上げ工事 3.0 

外部左官・タイル工事 13.0 

外部その他工事 5.0 

室内仕上げ工事 20.0 

内部建具・ガラス工事 2.0 

設備工事 29.5 

合計 232.5

職種一覧

鳶工

基礎業者

大工

土壌処理業者

配管工

電工

屋根葺工

防水工

塗装工

左官工

タイル工

サイディング工

サッシ工

板金工

内装工

畳工

ガス工

設備工

美装工

その他専門工2006年度住宅の生産性現況調査(住団連)

【木造軸組工法の職人延人数】

(45坪相当の住宅)

☆住宅建設で２００万人、そ
の他関連産業を含めると、約
４５０万人の雇用を有する。

住宅建設には、多くの職種が必要
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国 標準税率 住宅の税率等 内 容 消費者の負担

アメリカ
(ニューヨーク市)

8.875％ 非課税
小売売上税のため、仕入れ段階での課税がない。最後の
小売段階で非課税のため負担はゼロである。

負担無し

イギリス 20％ 0％
仕入段階では課税されるが、最終の販売時に税率が０％
であり、仕入れ段階での課税分を控除できる。

負担無し

フランス 19.6％ 課税又は7.0％
一般の住宅には標準税率が適用されているが、住宅改修
や軽減住宅建設(社会住宅等)に軽減税率を活用しており、
直近では新築住宅の２５％程度が対象となっている。

19.6％又は7.0％

ドイツ 19％ 非課税
最終販売段階で非課税であるが、部材等の仕入れ段階で
の課税分は、原価に算入して販売価格に転嫁される。

仕入れ原価に掛る税
額を実質負担

イタリア 21％ 4％、10％
一般の住宅(主たる住宅)に対しては４％、奢侈な住宅・別
荘などは10％の軽減税率が適用される。

一般の住宅は4％

カナダ
(オンタリオ州)

13％
課税

還付あり
カナダの場合は、連邦税と州税があり、合計して課税され
るが、還付制度による負担軽減措置が取られている。

還付により実質5.2％
の負担
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４.多くの諸外国では、住宅の消費税(付加価値税等)について政策
的に軽減措置が講じられている。
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